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伊佐市農業委員会 11回総会議事録 

 

１．開催日時  平成 29年 1月 30日（月）午前 8時 58分から 10時 28分 

２．開催場所  菱刈庁舎 ３階大会議室 

３．出席委員  （31人） 

    

    会  長        15番 池ノ上雅典 

    委  員 

     

農業委員 農地利用最適化推進委員

1 番委員 10 番委員 2 番推進委員 12 番推進委員

2 番委員 11 番委員 3 番推進委員 13 番推進委員

3 番委員 12 番委員 4 番推進委員 14 番推進委員

4 番委員 13 番委員 6 番推進委員 16 番推進委員

5 番委員 14 番委員 7 番推進委員 17 番推進委員

6 番委員 8 番推進委員 18 番推進委員

7 番委員 9 番推進委員 19 番推進委員

8 番委員 10 番推進委員

9 番委員 11 番推進委員

     

４．欠席委員  （4人） 

      

５．議事日程 

 

  第１ 会議録署名委員の指名  6番委員    8番委員  

第２ 議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決定に

ついて 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定について 

議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る意見聴取決定並

びに許可について 

議案第４号「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に係る意

見の聴取について 

６．農業委員会事務局職員 

     事 務 局 長     農地振興係長    

農地振興係書記    農地振興係書記   
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【開始時間  午前８時59分】 

 

事 務 局 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

おはようございます。只今より、平成２８年度 第１１回農業委員会総

会を開催いたします。姿勢を正してください。 一同礼。 

 

皆様おはようございます。 

農業者年金の研修を受けて、該当者宅を１２月から今月まで訪問し、

説明していただきありがとうございました。 

農業者年金制度は農家の皆さんには非常に良い制度ですので、機会が

ある事に推進をしていただきますようにお願いいたします。 

 また、２月８日に先進地研修会も計画されていますので、参加をお願

いいたします。 

 今年もよろしくお願いします。 

本日の出席人員は１５人全員で、規定に達しておりますので、総会は

成立いたします。 

本日の議事録署名委員を、指名いたします。 

６番農業委員と８番農業委員に、お願いいたします。 

ただいまから総会を始めます。 

 

―――――――― 諸般報告 ―――――――― 

 

事務局より、諸般の報告について、報告第１号「農地法第１８条第６

項の規定による通知」をお願いいたします。 

 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知につきましてご

報告いたします。 

資料の１ページから５ページになります。 

農地法による合意解約が２件、農業経営基盤強化促進法による利用権

設定の合意解約が２０件ありましたのでご報告いたします。 

 

報告が終わりました。質問をされる委員は挙手し委員番号をお願いい

たします。質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということですので、ただいまから議案の審議にはいります。 

 

―――――――― 議案第１号 ―――――――― 
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議 長 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決

定について議題といたします。 

 

事務局の報告を求めます。 

 

議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決

定のうち、所有権移転につきまして説明いたします。６ページをお開き

下さい。整理番号１番につきまして、譲渡し人は鹿児島市薬師にお住ま

いのＮＹさんです。譲受人は伊佐市菱刈荒田にお住まいのＫＳさんです。 

土地の所在地は伊佐市菱刈荒田字池ノ上７４番１で地目は田、面積は

３，０２９㎡で所有権移転売買であります。 

続いて、整理番号２番につきまして、譲渡し人は伊佐市菱刈前目にお

住まいのＭＹさんです。譲受人は伊佐市菱刈前目にお住まいのＮＮさん

です。 

土地の所在地は伊佐市菱刈前目字宮之元３３４９番１、地目は田、面

積は１，０６３㎡、外１筆で、合計２，４２４㎡で所有権移転売買であ

ります。 

続いて、整理番号３番につきまして、譲渡し人は伊佐市大口山野にお

住まいのＩＡさんです。譲受人は鹿児島市名山町の公益財団法人 鹿児

島県地域振興公社です。 

土地の所在地は伊佐市大口山野字紙漉１２８１番１、地目は田、面積

は１，５９７㎡で所有権移転売買であります。 

 

続きまして、利用権設定についてご説明いたします。１８ページの総

括表をお開き下さい。期間は３年から１０年で、面積は田１１３，４２

０㎡、畑３，３５２㎡、合計１１６，７７２㎡です。利用権の設定をす

る者の数４７人、設定を受ける者の数３１人です。土地の明細につきま

しては７ページから１７ページの整理番号１番から５１番の通りです。

皆様方のご審議方よろしくお願いいたします。 

 

事務局の報告が終わりました。委員の皆さんご意見、質問はございま

せんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということですので、お諮りいたします。 

議案第1号、事務局の報告のとおり決定することに賛成の農業委員の
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

１ ４ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る

意見について、決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第２号 ―――――――― 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定につい

て提案いたします。 

整理番号１番について１４番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定のうち、

整理番号１番につきまして、去る１月２３日に現地調査を行いましたの

で、１４番農業委員が報告します。 

 申請人・ＩＭさんは伊佐市菱刈前目に居住され、自治会は共進で、年

齢は７３歳です。渡し人・ＫＴさんは伊佐市菱刈前目に居住され、自治

会は共進で、年齢は５７歳です。 

申請地は伊佐市菱刈川北字樋之口４１９３番３、外３筆で、地目は田、

地積は合計４，０５６㎡で、所有権移転売買であります。 

受人の経営面積は１，０９２㎡で今回の４，０５６㎡と合計５，１４

８㎡で取得可能面積であります。農業従事者は１名で、通作距離は約１

㎞範囲で、現況はよく管理された田であります。経営意欲はあり農機具

はトラクター１台ですが、他の作業につきましては、近所の方にお願い

してあるそうです。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。添付書類として全部事項

証明書、字図等が添付してあります。委員の皆様方のご審議方をよろし

くお願いしまして、私の報告を終わります。 

 

１４番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問

はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 
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議 長 

 

 

 

 

８ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

    

 

 

 

整理番号１番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、許可が決定いたしました。 

 

整理番号２番について、８番農業委員の報告を求めます。 

  

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定のうち、

整理番号２番につきまして、去る１月２５日、現地調査を行いましたの

で、８番農業委員が報告いたします。 

申請人・ＥＫさんは伊佐市大口金波田に居住され、自治会は金波田

で、年齢は８３歳です。渡し人・ＡＴさんは鹿児島県霧島市隼人町に居

住され、年齢は９５歳です。 

申請地は伊佐市大口金波田字中牟田８５９番、地目は田、地積は１，

０１５㎡で、所有権移転贈与であります。 

受人の経営面積は１９，７１４㎡で取得可能面積であります。農業従

事者は２名で、通作距離は６００ｍで、現況はよく管理された農地で、

これまでもＥさんが耕作されていたそうです。経営意欲はあり農機具等

は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。添付書類として全部事項

証明書、字図等が添付してあります。委員の皆様方のご審議方をよろし

くお願いしまして、私の報告を終わります。 

 

８番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号２番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

 

（全員挙手） 
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議 長 

 

 

 

 

７ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、許可が決定いたしました。 

 

整理番号３番について、７番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定のうち、

整理番号３番につきまして、去る１月２６日に現地調査を行いましたの

で、７番農業委員が報告をいたします。 

 申請人・ＭＫさんは伊佐市大口小木原に居住され、自治会は停車場、

年齢は６８歳です。渡人・ＭＭさんは伊佐市大口平出水に居住され、自

治会は向江、年齢は９１歳であります。 

申請地は伊佐市大口平出水字春田２４６番２、地目は畑、地積は５６

８㎡、所有権移転贈与であります。 

受人の経営面積は５，１０４㎡で、取得可能面積であります。農業従

事者は２名で、通作距離は３㎞位に位置しておりますが、受人の実家の

東２０ｍ程に位置しており、現況はよく管理された農地であります。経

営意欲はあり、農機具等は全て完備してあります。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。添付書類として全部事項

証明書、字図等が添付されております。委員の皆様方のご審議方をよろ

しくお願いいたしまして、私の報告を終わります。 

 

７番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

  

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

  

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号３番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

 

（全員挙手） 

  

全員挙手。 

よって整理番号３番は、許可が決定いたしました。 

 

整理番号４番について、６番農業委員の報告を求めます。 
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６ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

１ １ 番 

農 業 委 員 

 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定のうち、

整理番号４番につきまして、去る１月２５日に現地調査を行いましたの

で、６番農業委員が報告いたします。 

 申請人・ＭＫさんは伊佐市菱刈荒田に居住され、自治会青木元、年齢

は６３歳。渡人・ＵＴさんは伊佐市菱刈荒田に居住され、自治会青木元

で、年齢は５６歳。 

申請地は伊佐市菱刈荒田字島崎２５６９番、１３５６㎡。もう１筆は

島崎２５７１番、１０４７㎡、地目は田で、２筆合わせまして２４０３

㎡、所有権移転売買であります。 

受人の経営面積は１３，６９４㎡で、取得可能面積であります。農業

従事者は１名で、息子さんが忙しい時に手伝うということでございまし

た。通作距離は約１㎞で、現況はよく管理された水田です。経営意欲は

あり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。添付書類として全部事項

証明書、字図等が添付してあります。委員の皆様方のご審議方をよろし

くお願いいたしまして、私の報告を終わります。 

 

６番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号４番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号４番は、許可が決定いたしました。 

 

整理番号５番について、１１番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定のうち、

整理番号５番について、去る１月２６日、申請人のＴＫさん立会いのも

と、５番農業委員、私１１番農業委員で現地調査を行いましたので１１

番農業委員が報告いたします。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

１ ０ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

申請人・ＴＫさんは伊佐市菱刈荒田に居住され、自治会は青木元で、

年齢は５２歳です。渡人・ＨＫさんは伊佐市菱刈荒田に居住され、自治

会は青木元で、年齢は６０歳です。 

申請地は伊佐市菱刈荒田字赤迫２３３９番１、同赤迫２３４０番２、

同赤迫２３４０番４、同赤迫２３４０番５の４筆で、地目はいずれも田、

地積は４筆合計２，６１９㎡で所有権移転売買であります。 

受人の経営面積は７，５８２㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は１名で、通作距離は５０ｍ以内で、現況はよく管理された農地です。

経営意欲はあり、農機具等は完備されております。  

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。添付書類として全部事項

証明書、字図等が添付してあります。委員の皆様方のご審議方をよろし

くお願いしまして、私の報告を終わります。 

 

１１番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問

はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号５番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号５番は許可が決定いたしました。 

 

整理番号６番について、１０番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定のうち、

整理番号６番について、去る１月２５日に、２番農業委員と私１０番農

業委員の２人で現地調査を行いましたので、私１０番農業委員が報告を

いたします。 

申請人・ＹＦさんは伊佐市菱刈川北１０６９番地に居住され、自治会

は小原松山で、年齢は８９歳です。渡し人・ＩＴさんは姶良郡湧水町北

方に居住されております。 

申請地は、伊佐市菱刈川北字出水元１８１番１、地目は田、地積は４



 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９７㎡で、所有権移転売買です。 

受人の経営面積は８，２００㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は２名で、通作距離は約１００ｍ、家の近所で、現況はよく管理され

た農地です。経営意欲はあり、リースではありますが農機具等は完備さ

れております。  

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。添付書類として全部事項

証明書、行政書士に対する「農地法第３条第１項の規定に基づく許可申

請手続きに関する委任状」が添付されております。委員の皆様方のご審

議方をよろしくお願いしまして、私の報告を終わります。 

 

以上で報告は終わりますが、３点ほど補足説明をしたいと思います。 

まず１点目は、本案件を許可相当と判断しました経緯について報告し

ます。調査当日、受人を訪問し就農状況について確認しましたところ、

「農業はしていない。人に任せているのでわからない。」とのことでした。

ご高齢でもあり多少混乱されているせいかとも思いましたが、地区を担

当されている１２番推進委員および行政書士、事務局と打ち合わせ、以

下の点を確認しましたので報告します。 

１．農機具は持っていないが、オペレータ付きのリースつまり外注で

主な農作業（耕耘、田植え、刈取りなど）は行っている。 

２．見回りや水管理など外注できない農作業は、受け人本人が実施し

ている。一日当たりの時間は短くても農作業に従事する日数は基準の１

５０日を超えている。 

３．自家用飯米については受人本人が耕作している。 

４．先程の報告 第１号、１２番にありましたように、以前は小作を行

っていたが解約し、現在は行っておりません。 

５．平成２２年１２月に条件（農地法３条又は５条の許可）付きで所

有権移転仮登記を行っております。 

これらのことから許可相当と判断しました。 

次に２点目は、本案件は農地法第３条第２項の１号及び４号に関する

判断においてきわどい部分があります。農作業者の高齢化と農作業の外

注化など仕組みの変化により今後も同様の案件が発生する可能性もあり

ますので、農地法の逐条解説に基づく説明を事務局に求めたいと思いま

す。 

最後に３点目、判断において地区を担当される１２番推進委員の意見

が非常に参考になりました。現地調査において地域の情報に詳しい推進

委員が同行されておれば、もう少し速やかに解決出来たのではないかと

考えます。今後の受人の動向についても見守っていただく必要があると
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

思いますので、地区を担当される推進委員のご協力をよろしくお願いい

たします。報告を終わります。 

 

１０番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問

はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

 なしということですが、先程１０番農業委員より事務局の方に質問が

ございましたので、お願いします。 

 

 農地法第３条第２号第１号の判断基準について。 

①「耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地」とは、法第

３条第１項の申請に係る農地等及び農地等の権利を取得しようとする者

又はその世帯員等が所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借権によ

る権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を有し

ている農地等をいう。となっております。 

②「効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行う」と認められること

については、近傍の自然的条件及び利用上の条件が類似している農地等

の生産性と比較して判断する。 

この場合において、農地の権利を取得しようとする者及びその世帯員

等の経営規模、作付作目等を踏まえ、次の要件を総合的に勘案する。 

ⅰ 機械：農地等の権利を取得しようとする者及びその世帯員等が所

有している機械のみならず、リース契約により確保されているものや、

今後確保すると見込まれるものも含む。 

ⅱ 労働力：農地等の権利を取得しようとする者及びその世帯員等で

農作業等に従事する人数のみでなく、雇用によるものや、今後確保する

と見込まれるものも含む。 

ⅲ 技術：農地等の権利を取得しようとする者及びその世帯員等に限

らず、農作業等に従事する者の技術をいう。なお、農作業の一部を外部

に委託する場合には、農地等の権利を取得しようとする者及びその世帯

員等に加え、委託先の農作業に関する技術を勘案する。 

なお、農地等の権利を取得しようとする者の住所地から取得しようと

する農地等までの距離で画一的に判断することは、今日では、農地等の

権利を取得しようとする者及びその世帯員等以外の者の労働力を活用し

て農作業を行うことも多くなっていること、著しく交通が発達したこと

等を踏まえ、適当ではない。 

③ ②の判断にあたっては、農地等の効率的な利用が確実に図られるか
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

１ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

を厳正に審査する必要があるが、いたずらに厳しく運用し、排他的な取

扱いをしないよう留意する。 

例えば、新規就農者について、農業高校を卒業しても研修を受けなけ

れば必要な技術が確保されていると認めないとすること、まずは農地等

を借りて実績を作らなければ所有権の取得は認めないとすること等の硬

直的な運用は、厳に慎むべきである。としております。以上です。 

 

事務局の説明があったわけですが、この事について質問等がございま

すか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号６番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号６番は、許可が決定いたしました。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定につい

て、申請件数６件について、６件の許可が決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第３号 ―――――――― 

  

議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る意見聴取決

定並びに許可について、整理番号１番について、１番農業委員の報告を

求めます。 

 

議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る意見聴取決

定並びに許可についてのうち、整理番号１番について、去る１月２５日、

Ｏ司法書士、Ｋ測量士立会いのもと、７番農業委員、１３番農業委員、

私１番農業委員で共同調査をいたしましたので、１番農業委員が報告を

いたします。 

譲受人・株式会社 Ｂ 代表取締役 ＫＴさんは大阪府吹田市江坂町。

譲渡人・ＷＴさんは伊佐市大口大田に居住され、自治会は大田、年齢は

７０歳です。 
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議 長 

 

 

 

 

８ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

申請地は伊佐市大口小木原字大丸３６２番３８、地目は畑、面積は２，

０８７㎡で、農地区分は第２種農地・その他農地となっております。転

用目的は太陽光発電施設であります。 

申請地の所在地は、マルイ農協大口工場より西側へ１００ｍに位置

し、北側は道を挟み宅地、東側と西側は畑、南側は宅地となっておりま

す。調査の結果、周囲に与える影響はないと思われます。パネル枚数は

３１２枚、最大発電量は８２．６８ｋｗとなっております。 

添付書類として、全部事項証明書、地籍図、配置図、事業計画書、残

高証明書、株式会社 Ｂの定款及び登記事項、被害防除計画書、被害防

除に関する誓約書、転用に関する誓約書等が添付してあります。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願い

いたします。以上で報告を終わります。 

 

１番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、意見聴取決定並びに許可することに賛成の農

業委員の挙手を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、意見聴取並びに許可が決定しました。 

 

整理番号２番について、８番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る意見聴取決

定並びに許可についてのうち、整理番号２番につきまして、去る１月２

５日、申請人の代理人・行政書士のＦＳさん立会いのもと、３番農業委

員、６番農業委員、私８番農業委員の３人で共同調査をしましたので、

８番農業委員が報告いたします。 

譲受人は伊佐市大口曽木にお住まいのＫＴさん、自治会は川西。譲渡

し人は伊佐市大口篠原にお住まいのＭＳさん、自治会は舟ノ川でありま

す。 



 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 
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議 長 

 

 

 

 

９ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

本申請は所有権移転売買で、転用目的は一般住宅及び車庫としての利

用となっております。 

申請地は、伊佐市大口曽木字馬場９５２番４、地目は畑で、地積は４

９３㎡であります。農地区分は第２種農地でその他の農地となっており

ます。 

申請地の所在地は、木ノ下自治会より南へ１００ｍに位置し、南側は

道路、東側は道路、北側は宅地、西側は宅地であり、周囲に与える影響

はないと思われます。添付書類として、土地の全部事項証明書、配置図、

字図、平面図、事業計画書、被害防除計画書、被害防除に関する誓約書、

汚排水処理確約書、資金内定書、土地改良区の意見書等が添付されてお

ります。調査の結果、この申請について３名の調査員の意見において適

切であると判断しましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願い

いたしまして私の報告を終わります。 

 

８番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号２番について、意見聴取決定並びに許可することに賛成の農

業委員の挙手を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、意見聴取並びに許可が決定いたしました。 

 

整理番号３番について、９番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る意見聴取決

定並びに許可についてのうち、整理番号３番につきまして、去る１月２

５日、申請人・Ｍさんの代理人・Ｔさんの立会いのもと、１２番農業委

員、１４番農業委員、私９番農業委員の３人で共同調査をしましたので、

私９番農業委員が報告をいたします。 

受人は伊佐市大口目丸にお住まいのＭＭさん、３６歳、自治会は目丸

自治会であります。渡し人は大阪市住吉区苅田にお住まいのＭＫさんで

あります。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

４ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

本申請は、所有権移転売買で、農地区分は第１種で転用目的は農家住

宅です。東側に住宅が広がっている事から集落接続施設に該当すると思

われます。 

申請地は伊佐市大口田代字岩川内７９３番１、地目は田、地積は７１

７㎡であり、所在地は羽月西小から北西に２㎞の位置にあり、南側は田、

西側は田を挟んで住宅、北側は田を挟んで住宅、東側は田であり、周囲

に与える影響はないと思われます。 

添付書類として申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除計

画書、被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書、委任状が提出さ

れております。 

調査の結果、この申請について３名の調査員の意見において適切であ

ると判断しましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたし

ます。以上で報告を終わります。 

 

９番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号３番について、意見聴取決定並びに許可することに賛成の農

業委員の挙手を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号３番は、意見聴取並びに許可が決定いたしました。 

 

整理番号４番について、４番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る意見聴取決

定並びに許可についてのうち、整理番号４番につきまして、去る１月２

５日、申請人の代理人・行政書士のＴさん立会いのもと、会長と私４番

農業委員の２人で共同調査をしましたので、私４番農業委員が報告いた

します。 

譲受人は伊佐市大口目丸にお住まいのＫＭさんであります。譲渡し人

は伊佐市大口大田にお住まいのＹＹさん、自治会は郡山自治会でありま

す。 
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７ 番 

農 業 委 員 

 

４ 番 

農 業 委 員 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

本申請は、所有権移転売買で、農地区分は都市計画用途地域内である

ため第３種農地と判断され、転用目的は一般住宅です。 

申請地は伊佐市大口大田字横手町１７番１、地目は田、地積は４８８

㎡であり、所在地は大口病院から北東へ１００ｍに位置しており、東西

南北・宅地であります。周囲に与える影響はないと思われます。 

添付書類として申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除計

画書、被害防除に関する誓約書等が提出されております。 

調査の結果、この申請については２名の調査員の意見において適切で

あると判断しましたが、委員の皆様方のご審議の方よろしくお願いいた

します。以上で報告を終わります。 

 

４番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（挙手） 

 

はい。７番農業委員。 

 

東西南北・宅地とおっしゃられたのですが、地図を見ますと西側は田

が接しているのですが、ここの状況はどういう感じですか。 

 

今現在はほとんど宅地になっており、１部北東の方に少し田があるだ

けです。西側には昨年転用許可により２階建てのアパートが建っていま

すが、まだ、地目変更されていない為、地目は田になっています。 

 

他にございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号４番について、意見聴取決定並びに許可することに賛成の農

業委員の挙手を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号４番は、意見聴取並びに許可が決定いたしました。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

整理番号５番について、１０番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る意見聴取決

定並びに許可についてのうち、整理番号５番につきまして、去る１月２

５日、申請人の株式会社 Ｆの代理人、福井県の会社ですので、施工担

当の株式会社 ＥのＫＪさんが立会いました。２番農業委員と１１番農

業委員、私１０番農業委員の３人で共同調査を行いましたので、私１０

番農業委員が報告いたします。 

譲受人は福井県福井市大宮、株式会社 Ｆ 代表取締役 ＳＭさんで

す。譲渡し人は伊佐市菱刈徳辺にお住まいのＹＳさん、自治会は楠本自

治会です。 

本申請は、所有権移転売買で、農地区分は第２種農地・その他の農地

となっており、転用目的は太陽光発電施設です。 

申請地は伊佐市菱刈田中字崎山１４１７番８４、地目は畑、地積は２，

７１４㎡であります。 

申請地の所在地は、楠本渓流公園から南へ約１㎞に位置しておりま

す。南側は道路を挟んで宅地、東側は畑・現況は、不耕作地です。西側

も畑、ここも同じような不耕作地です。周囲に与える影響はないと思わ

れます。 

なお、太陽光発電システムの規模は、パネル数２５２枚、発電量が７

８．１ｋｗとなっております。 

添付書類として申請書、全部事項証明書、事業計画書、配置図、太陽

電池モジュール説明書、経済産業省の設備認定通知書、九州電力の計画

書等が提出されております。あと、株式会社 Ｆの履歴事項全部証明書、

定款、被害防除計画書及び誓約書、汚排水処理確約書、転用に関する誓

約書が提出されております。 

３人の調査の結果、この申請については適切であると判断しました

が、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたします。以上で報告を

終わります。 

 

１０番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問

はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号５番について、意見聴取決定並びに許可することに賛成の農

業委員の挙手を求めます。 
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議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

１７番推進

委 員 

 

 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号５番は、意見聴取並びに許可が決定いたしました。 

 

議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る意見聴取決

定並びに許可について、申請件数５件について、意見聴取決定並びに許

可５件が決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第４号 ―――――――― 

 

議案第４号「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に係

る意見聴取について議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

 

議案第４号「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に係

る意見聴取について説明いたします。 

市長から農業委員会会長に、農業経営基盤強化促進法第６条第２項第

６号及び農業経営基盤強化促進法施行令第１条及び第２条により団体の

意見を聞くものであります。 

この構想の変更点は、現行と改正案で比較してあります。主な改正は、

経営の指針となる農業経営の変更、新たに農業の経営を営もうとする者

の目標所得の変更、新規就農者の農業への参入、経営規模の変更、農地

のあっせん等による所得要件の緩和などの変更についてであります。 

以上で説明を終わります。 

 

只今事務局の説明が終わりました。委員の皆さんご意見、質疑はござ

いませんか。 

 

（挙手） 

 

はい。 

 

１０年後の見通しを書いてあるのですが、現在の耕作面積等を比較す

ると、面積的には増えている所もたくさんあるのですが、１人当たりの

金額というのが落ちている。落ち目に１０年後をみてあるなという感じ

がするのですが。 
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事 務 局 

 

 

 

農 政 課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８番推進委

員 

 

農 政 課 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

仮に野菜とかネギとかみたら、面積的には増えていると思うのです

が、野菜＋水稲を見ると、深ネギが６反から１町、水稲が６ヘクタール

から７ヘクタール、相対的に面積的には増えていると思うのですが、金

額的な年間所得のところが低い様な感じがするのですが、目標だからも

う少し高く見てもいいのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。 

 

これについては、担当課の方から事務局の方も聞いておりますけれど

も、今日は、提案者であります執行部農政係の方から来ていただいてお

りますので、答弁の方をしていただきたいと思います。 

 

農政課・農政第２係の係長をしておりますＳと申します。私の方から

説明をさせていただきます。 

まず、所得目標が３４０万から３３０万に下がっておりますけれど

も、こちらの分が所得推定の金額の方から算出してあります。そちらの

方で農業生産の年齢１５歳から７５歳とした時の所得額が三百二十数万

円になりました。このことから、３３０万円を所得目標として基準とし

て定めさせていただきました。新規就農者に関しましては、その半分で

あります１６５万円という設定をしております。 

次に経営規模の面積等についてですけれども、こちらは所得目標を掲

示しまして、県の姶良・伊佐地域振興局、大口駐在の方へ依頼をかけた

ところであります。現在、米の直接支払交付金が２９年度で無くなると

いうことで、こちらの算出のほうには、この金額を抜いた数字で計算を

してあります。プラス、現在の農薬であったり、資材であったり、そこ

ら辺の金額等をふまえて、県の方で算出して頂いた面積等を計算してあ

ります。以上です。 

 

この改正は、認定農業者になるための要件、その辺の緩和というふう

にからんでくるのですか。 

 

今まで認定農業者の目標の金額が３４０万ということであったと思

うのですが、推定の金額が３３０万、それを満たすためにどの程度の経

営規模を行えばいいかというのが今回の変更になります。 

 

他にございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 
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前記のように会議の顛末を記載してその内容に相違ないことを証する。 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第４号、事務局の説明のとおり決定することに賛成の農業委員の

挙手を求めます 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって議案第４号「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」

に係る意見聴取については、決定いたしました。 

 

その他。事務局お願いします。 

 

総会資料の２９ページをお開きください。１月の月例報告をします。 

去る１０日、１月の定例常設審議委員会が鹿児島市でありました。去

る２５日現地調査を一斉にしております。３０日、今日が第１１回農業

委員会の総会です。 

２月の行事予定ですが、６日が２月の定例常設審議委員会が鹿児島市

であります。８日が県内の研修という事で大崎町の農業委員会の方に行

きます。２２日が現地調査です。２７日が第１２回の農業委員会の総会

です。 

月例報告は以上です。 

 

これで、平成２８年度 第１１回農業委員会総会を終わります。 

 

姿勢を正してください。 

一同礼。 

 

おつかれ様でした 

 

 

【終了時間  午前１０時２８分】 
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